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６ Ｋ718 虫垂切除術の「2」虫垂周囲膿瘍を伴うものの取扱いについて 

 

《平成２９年４月２４日》 

 

○ 取扱い 

 

  Ｋ718 虫垂切除術の「2」虫垂周囲膿瘍を伴うもの又はＫ718-2 腹腔鏡下虫

垂切除術の「2」虫垂周囲膿瘍を伴うものについては、膿瘍を伴う旨の傷病名、

コメント、生食等の洗浄液の使用又は排液ドレーン等がある場合は、「2」虫

垂周囲膿瘍を伴うものの算定を認める。  

 上記以外で判断が困難な事例について、「2」虫垂周囲膿瘍を伴うものを算定

している場合は、保険医療機関に症状詳記等を求めるか、「1」虫垂周囲膿瘍

を伴わないものとするかについて、当該手術の治療経過等を含めて医学的に

判断する。 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

 平成 28 年 3 月 4 日付け厚生労働省告示第 52 号第 2 章第 10 部手術のＫ718

虫垂切除術又はＫ718-2 腹腔鏡下虫垂切除術については、「1」虫垂周囲膿瘍

を伴わないものと「2」虫垂周囲膿瘍を伴うものに区分されている。  

Ｋ718 虫垂切除術又はＫ718-2 腹腔鏡下虫垂切除術について、傷病名又は症

状詳記に膿瘍を伴う旨の記載がある場合のほか、当該記載がない場合におい

ても膿瘍に対する処置等として生食等の洗浄液の使用又は排液ドレーン等の

算定がある場合は、虫垂周囲膿瘍を伴っていることが判断できることから、「2」

虫垂周囲膿瘍を伴うものの算定を認める。  

傷病名等に膿瘍を伴う旨の記載がなく、生食等の洗浄液の使用又は排液ド

レーン等の算定がない場合においても、病態によりガーゼのみによる処置等

で対応することもあるが、虫垂周囲膿瘍を伴っていることについて、当該手術

後の治療経過等も含めて総合的に判断する必要がある。  

傷病名に膿瘍を伴う旨の記載がなく症状詳記等により「2」虫垂周囲膿瘍を

伴うものの算定を認める場合にあっては、今後、保険医療機関の請求にあたり

ＩＣＤ１０に示された腹腔内膿瘍を伴う病名を求める等、連絡する。 

以上のことから、膿瘍を伴う旨の傷病名、コメント、生食等の洗浄液の使用

又は排液ドレーン等がなく、「2」虫垂周囲膿瘍を伴うものを算定している場

合は、保険医療機関に症状詳記等を求めるか、「1」虫垂周囲膿瘍を伴わない

ものとするかについて、当該手術の治療経過等を含めて医学的に判断すると

した。 

 

 

 


